令和８年度新居浜市公用車広告掲載募集要項

１　趣旨
　　　この要項は、新居浜市庁用自動車に広告物の掲載を希望する広告主を募集するに当たり、必要な事項を定めるものです。

２　広告掲載の募集内容
[bookmark: _GoBack]　　　広告掲載期間：令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで

	車種及び台数
	広告掲載箇所
	広告の大きさ
（1枚あたり）
	 広告掲載枚数
	広告掲載料
（消費税及び地方消費税は別途必要）

	軽貨物自動車
(電　気)
(３台１組×1組)
	左右両側後ドア面
（３台分）
	縦40ｃｍ以内
横50ｃｍ以内
	6枚
(２枚/台×３台)
	月額10,000円以上
（３台１組）

	軽貨物自動車
(ガソリン)
(５台１組×２組)
	左右両側後ドア面
（５台分）
	縦40ｃｍ以内
横50ｃｍ以内
	10枚
(２枚/台×５台)
	月額10,000円以上
（５台１組）



３　広告掲載の募集期間
令和７年１２月１日（月）から令和８年１月３０日（金）まで

４　広告掲載内容の制限
　　　「新居浜市広告事業実施要綱」、「新居浜市広告掲載基準」及び「新居浜市公用車広告掲載要領」を
遵守してください。

５　広告掲載の申込み
　　 （１）申込者の方法及び期限
　　 　　新居浜市公用車広告掲載申込書（新居浜市公用車広告掲載要領（第１号様式））に必要事項を
記載し、必要書類を添付の上、郵送又は持参により提出してください。 
（ア）郵送の場合　
令和８年１月３０日（金）必着
　　  （イ）持参の場合　
　　　 　 　午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土日、１２月２９日から１月２日までを
除く。）に提出してください。
　 　（２）申込書の提出先
　〒792－8585　新居浜市一宮町一丁目５番１号
　　  　　　　　　　　 新居浜市役所総務部管財課　
　　　   


 
６　必要書類
　（１）個　　人　住民票（コピー不可、発行後３か月以内のもの）
　　 　　　法　　人　登記事項全部証明書（コピー不可、発行後３か月以内のもの）
　　 　　　連合会等　規約、参加企業、店舗等一覧表の写し
　 　（２）新居浜市税を滞納していないことを証明する書類（市外の業者については、国税を滞納していないことを証明する書類）
　　　
（３）広告原稿案（カラー・Ａ４横長）
　　　　　※広告主と申込者が異なる場合は、両者それぞれの必要書類を提出してください。

７　広告掲載者の決定方法
（１）市長は、申込者の広告内容を審査し、その内容が適切であると認めたときは、当該申込者による広告掲載を承認します。なお、同一の区分番号に対して複数の応募があった場合は、広告掲載料の高い者を選定し、広告掲載料が同一の場合は抽選とします。
（２）申込結果については、申込者全員に新居浜市公用車広告掲載申込結果通知書（新居浜市公用車広告掲領（第２号様式））を送付します。

８　広告掲載料の納付
　  　 広告掲載者の決定を受けた者（以下「広告掲載者」という。）は、市長が指定する期日までに、
市が発行する納入通知書により広告掲載料を一括して納入してください。

９　広告物の掲載方法
（１）広告物の掲載はマグネットシートによるものとし、ラッピングフィルム、カッティングシート、
車体塗装等は不可とします。
（２）マグネットシートは、車体塗装の剥離が発生しない材質としてください。

１０　広告物の作成等
　 　  広告物は、広告掲載者の責任において作成し、その費用は全て広告掲載者の負担とします。

１１　広告物の修復
（１）天災その他の不可抗力による広告物の毀損、経年劣化による広告物の損傷等及び第三者による広告物、広告物の毀損、盗難、滅失等については、市はその責を負いません。この場合において、広告掲載者は再度、広告物を作成し、掲載することができるものとします。ただし、市の責に帰すべきことが明らかな場合は、この限りでありません。
（２）広告物の経年劣化による損傷等については、市がその費用を負担しないものとします。
（３）その他広告掲載中に支障が生じたときは、市と広告掲載者が協議の上、解決するものとします。

１２　広告掲載期間
広告掲載の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの一年間とします。



１３　広告物の変更
（１）広告掲載者は、広告掲載期間中に広告物の内容等を変更しようとするときは、新居浜市公用車広告掲載変更申込書（新居浜市公用車広告掲載要領（第５号様式）及び変更後の広告原稿案を添えて、市長に提出してください。
（２）市長は、広告物の内容等の変更を審査し、その内容が適切であると認めたときは、新居浜市公用車広告掲載変更結果通知書（新居浜市公用車広告掲載要領第６号様式）により、広告掲載者に通知するものとします。

１４　広告掲載料の還付
　　　 納付された広告掲載料は、原則還付しないものとします。ただし、市の都合により広告が掲載できなくなった場合は、還付することができます。

１５　問合せ先
〒792－8585　新居浜市一宮町一丁目５番１号
　　　 新居浜市役所　総務部　管財課　
　　　 電　話　(0897)65－1222　　ＦＡＸ　(0897)65－1255
　　　 Ｅメール　kanzai@city.niihama.lg.jp

